
 国税不服審判所は設立50周年を迎えました。
　国税不服審判所は、国税に関する不服申立て（審査請求事件）を調査・審理して裁決を行う機関です。
　昭和 45年５月１日に設立され、本年５月１日に設立 50周年を迎えました。
　これからも、国税不服審判所は、税務行政部内における公正な第三者的機関として、適正かつ迅速な事件処理
を通じて、国民からの更なる信頼と評価が得られるよう、一層の努力と工夫を積み重ねていきます。

■問合せ　金沢国税不服審判所　℡ 076－292－7880

国税不服審判所とは？
▪ 国税不服審判所は、税務行政部内における公正な第三者的機関であり、審査請求事件を調査・審理して裁決
を行う。
▪国税不服審判所の採決は、行政部内における最終判断である。
▪処理が迅速（原則として１年以内の処理）であり、手数料もかからない。

　日野川地区水道管理事務所では、日野川（八乙女取水口）
から河川水を取り、最新設備により水道水をつくり、南越
前町をはじめ５つの市町にお届けしています。
　おいしい水道水を安定してお届けするため、日野川の水
が汚れないよう、次のことにご協力をお願いします。

・川や側溝に、ゴミ、油（灯油、エンジンオイル
等）、塗料や薬品などを捨てないでください。

・誤って油などが流れ出た場合は、すぐに管理
事務所までご連絡ください。

■連絡先  福井県日野川地区水道管理事務所
　　　　  ℡ 0778－22－0301

安心でおいしい水道水をお届けするために…

日野川の水質保全にご協力ください !
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新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大を予防

「新しい生活様式」実践のススメ

新しい生活様式
に変えていこう！

　国は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、次のような「新しい生活様式」への転換を
提案しています。今後の感染拡大を予防するため、一人一人の生活習慣を変えていきましょう。

　新型コロナウイルス感染症に関連して、特に感染者や濃厚接触者について、あたかも加害者であるかの
ような書き込みや誹

ひ
謗
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中傷が見られます。

　あなたを含め、誰もが感染者や濃厚接触者となり得る状況です。感染者や濃厚接触者、診療に携わった
医療機関やその関係者に対し、誤解や偏見による差別を行わないようお願いします。

敵は人ではなくウイルスです
－人権への配慮のお願い－

（１）一人一人の基本的感染対策
●感染防止の３つの基本　
①身体的距離の確保、②マスクの着用、
③手洗い

●移動に関する感染対策
・感染が流行している地域への移動は控える
・帰省や旅行は控えめに　　など

（２）日常生活を営む上での基本的生活様式
●まめに手洗い・手指消毒　　●咳エチケットの徹底
●こまめに換気　　　　　　　●「３密」（密集・密接・密閉）の回避　　など

冠婚葬祭などの親族行事
▪多人数での会食は避けて ▪発熱や風邪の症状がある場合は参加しない　　など

公共交通機関を利用するとき
▪混んでいる時間帯は避けて ▪徒歩や自転車利用も併用　　など

買い物のとき
▪１人または少人数で空いた時間に ▪あらかじめ買う物を決めて素早く済ます　　など

食事のとき
▪座るときは横並びで ▪大皿は避けて、料理は個々に盛り付け　　など

娯楽、スポーツをするとき
▪公園は空いた時間、場所を選ぶ ▪ジョギングは少人数で　　など

（３）日常生活の各場面別の生活様式

（４）働き方の新しいスタイル
●テレワークやローテーション勤務　　●対面での打合せは換気とマスク　　など


